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【手続補正書】
【提出日】平成25年9月26日(2013.9.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれが電力変換装置の各相の１つに対応し、上アームに属する少なくとも１つのス
イッチング素子と下アームに属する少なくとも１つのスイッチング素子からなる複数のス
イッチング部と、
　前記複数のスイッチング部の直流側であってＰ極とＮ極とに接続されたコンデンサと、
　前記各スイッチング素子それぞれに逆並列に接続された複数の第１のダイオードと、
　前記複数のスイッチング部に対して逆並列であって前記Ｐ極と前記Ｎ極とに接続され、
前記スイッチング部が短絡したときに発生する反転電流の一部を流す第２のダイオードと
を備えたことを特徴とする電力変換装置。
【請求項２】
　前記第２のダイオードは前記第１のダイオードに比べて、反転電流に対する耐量が大き
いことを特徴とする請求項１に記載の電力変換装置。
【請求項３】
　前記第１のダイオードはＳＤＢタイプ又はＪＢＳタイプのダイオードであり、前記第２
のダイオードはＰｉＮタイプのダイオードであることを特徴とする請求項２に記載の電力
変換装置。
【請求項４】
　前記第２のダイオードは、前記コンデンサと前記複数のスイッチング部との間に配置さ
れていることを特徴とする請求項１に記載の電力変換装置。
【請求項５】
　前記電力変換装置は３相電力変換装置であって、前記複数のスイッチング部は、それぞ
れが電力変換装置の３相のいずれか１つに対応する３つのスイッチング部であることを特
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徴とする請求項１に記載の電力変換装置。
【請求項６】
　それぞれが電力変換装置の各相の１つに対応し、Ｐ極と中点との間に配置された上アー
ムに属する少なくとも１つのスイッチング素子と前記中点とＮ極との間に配置された下ア
ームに属する少なくとも１つのスイッチング素子からなる複数のスイッチング部と、
　前記複数のスイッチング部の直流側であって前記Ｐ極と前記中点とに接続された第１の
コンデンサと、
　前記複数のスイッチング部の直流側であって前記中点と前記Ｎ極とに接続された第２の
コンデンサと、
　前記各スイッチング素子それぞれに逆並列に接続された複数の第１のダイオードと、
　前記複数のスイッチング部の上アームに属する各スイッチング素子に対して逆並列であ
って前記Ｐ極と前記中点とに接続された第２のダイオードと、
　前記複数のスイッチング部の下アームに属する各スイッチング素子に対して逆並列であ
って前記中点と前記Ｎ極とに接続された第３のダイオードとを備え、
　前記第２のダイオードと前記第３のダイオードは、前記スイッチング部が短絡したとき
に発生する反転電流の一部を流すことを特徴とする電力変換装置。
【請求項７】
　前記第２及び第３のダイオードは前記第１のダイオードに比べて、反転電流に対する耐
量が大きいことを特徴とする請求項６に記載の電力変換装置。
【請求項８】
　前記第１のダイオードはＳＤＢタイプ又はＪＢＳタイプのダイオードであり、前記第２
及び第３のダイオードはＰｉＮタイプのダイオードであることを特徴とする請求項７に記
載の電力変換装置。
【請求項９】
　前記第２のダイオードは前記第１のコンデンサと前記上アームとの間に配置され、前記
第３のダイオードは前記第２のコンデンサと前記下アームとの間に配置されていることを
特徴とする請求項６に記載の電力変換装置。
【請求項１０】
　前記電力変換装置は３相電力変換装置であって、前記複数のスイッチング部は、それぞ
れが電力変換装置の３相のいずれか１つに対応する３つのスイッチング部であることを特
徴とする請求項６に記載の電力変換装置。
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